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拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、この度、液化酸素の承認事項について昭和６１年３月２８日薬審２第１２０号 各都道府県

衛生主管部(局)長宛あて厚生省薬務局審査第二課長通知に合わせるようにしたため一部改訂するに

至りました。 

なお、改訂内容は下記の通りです。 

敬具 

記 

１．改訂内容 

 【用法及び容量】 

   変更前 液体酸素を気化設備を用いて気化し、日本薬局方酸素として使用する。 

変更後 気化設備を用いて気化し、日本薬局方酸素として使用する。 

   

 【効能及び効果】 

  変更前 液体酸素を気化設備を用いて気化し、日本薬局方酸素として使用する。 

      酸素欠乏による諸症状の改善。 

変更後 気化設備を用いて気化し、日本薬局方酸素として使用する。 

    酸素欠乏による諸症状の改善。 

 

 


